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二輪用の入構許可証及び自転車等の通勤に関する申し入れ

３月１１日、鳥飼車両基地内の各車両所で「二輪用（自転車を除く）入構許可証の交付

手続きについて」と題した掲示が出された。

掲示によると「平成２８年４月１日より、自動車と同様に二輪車（自転車を除く）も許

可証による基地内へ入構とするので下記の通り手続きを行うこと」としている。また、「車

と二輪車との二重登録はできない」ともなっている。

現在、大阪修繕車両所、大阪仕業検査車両所、大阪交番検査車両所、大阪台車検査車両

所では、多くの社員が、高架下の工事や駐車場不足を理由に駐車許可証が発行されておら

ず、やむなく公共交通機関による通勤に変更した社員や、自転車、二輪車（バイク）での

通勤を余儀なくされている。

通勤方法について本来、会社は社員が希望する方法を認めなければならないと考える。

よって下記の通り申し入れるので早急に協議の場を設定すること。

記

１．二輪車の基地内への入構を「許可証による」とする理由を明らかにすること。

２．本来、自動車による通勤を希望しているにも関わらず、高架下の工事や駐車場不足を

理由に駐車許可証を発行されず、仕方なく自転車、二輪車で通勤している社員が、自

動車通勤を希望すれば、直ちに駐車許可証を発行するのか明らかにすること。

３．「今後、入構許可証のないものは、基地内への入構を認めない」とあるが、出勤時、

自動車に不具合があり、やむをえず、二輪車で出勤した場合も入構を認めないのか明

らかにすること。

４．今回、二輪車による通勤を申請し入構許可証を取得した社員が、後日、自動車通勤を

希望した場合、直ちに駐車許可証を発行するのか明らかにすること。

５．「自動車と二輪車の二重登録はできない」とあるが、本来、自転車等による通勤を認

めているので、どちらでも通勤できるよう二重登録を認めるべきだと考えるが、見解

を明らかにすること。

６．駐車許可証が発行されず、やむなく電車通勤に変更した社員に対して、その社員が希

望する通勤経路を認めるべきだと考えるが、見解を明らかにすること。

７．今回の申請期間は定めているが、今後の申請内容の更新・変更についての申請の期間、

時期は定めているのか。明らかにすること。
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